キッチンカーの出店に係る誓約書

私は、移動販売車の出店許可に係る申請を行うにあたり、次の事項について誓約します。
この誓約が虚偽であった時や誓約事項に違反した時は、出店の資格を失い、出店許可を受けた後に許可を取り消され、不利益を被ることになっても、異議は申し立てません。出店している場合は、直ちに出店を中止して速やかに出店設備等を撤収します。また、出店許可の取り消し又は出店中止、売上が少ない場合等による一切の損失等の補償及び賠償は公園管理者に求めません。

【誓約事項】
[bookmark: _GoBack]１ 「千歳市都市公園の魅力向上に向けたキッチンカー出店者募集要項」に記載の事項についてすべてを理解し遵守します。
２ 公園利用者の安全確保を最優先に考え、指定された場所や範囲以外での販売等は行いません。また、出店に関わる公園管理者、警察署、消防署、保健所等の関係機関の指示・指導に従います。
３ 公園施設を損傷又は破損しないよう注意するとともに、損傷又は破損した場合は現状復旧いたします。
４ 公園内の電気設備・水道・排水設備等は基本的に使用せず、ゴミは責任を持って回収します。
５ 販売に係る事故やトラブルについては、出店者の責任において処理します。
６ 「車止め」の取り外しは責任を持って行い、許可車両以外の車両の入場を阻止するため、取り外しは入場・退場時のみとし、入場後は速やかに「車止め」を設置します。
７ 公園利用者へ不快を与えるような行為はしません。
８ 北海道暴力団の排除の推進に関す条例（平成22年12月17日条例第57 号）に定める暴力団、暴力団員及び暴力団員等との関係を有しておらず、出店に際してもいても、それらの者を従事させたり、それらの者から原材料等を仕入れたりしません。
９ 食品については出店者が責任をもって提供し、食中毒その他事故一切の責任を取ります。
10 適切な保険に加入し、事故の補償に対しても万全を期します。また、当方の移動販売車の出店に係る問合せ、苦情、第三者に生じた事故等については、公園管理者へ報告するとともに、すべて自らの責任において対応します。
11 申請書類に変更が生じた場合は速やかに報告し変更の手続きを行います。
12 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てはしておりません。
13 千歳市等に納付すべき市税等の滞納はありません。
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